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４章　基本方針と施策の体系図

１　緑の基本方針
　｢緑の将来像｣ を実現していくため、４つの基本方針（図４‐１）を設定します。

図４-１　緑の基本方針図

【用語の説明】

　緑に関する「まもる」「つくる」「つなぐ」
という３つの取組みを、市民・事業者・行政・
専門家の協働によって推進し、みんなで
緑の質の向上をめざします。

　本市の健全な自然環境や生活環
境を支える緑を守り、育 てていき
ます。

　動植物の生息・移動空間の形成
やレクリエーション機能などを強化
するため、河川や道路などを活用し、
市全体を緑でつないでいきます。

　市域それぞれの特色や状況に合わ
せ公園緑地の整備・改修を進めると
ともに、安全・安心で潤いの感じられ
る都市景観を形成する緑の空間を創
出します。

緑を「たかめる」

緑を「まもる」 緑を「つなぐ」緑を「つくる」
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小堤西池カキツバタ群落の保全

自然的景観の維持

歴史文化と深く関わる緑の保全

既存制度の活用による保全

社寺林の保全

生物の生息環境の保全

ため池の保全

生産緑地地区の保全

農業振興地域農用地区域の保全

遊休農地の活用

河川や水路の緑化推進

道路の緑化推進

生態系ネットワークの形成

都市緑地などの整備

用水敷活用による緑道整備

緑の情報発信

緑化イベントの開催

市民協働による緑化推進

緑化に関する支援

緑に関する人材の育成

環境学習の推進

緑の適正な管理

緑の基本計画の進行管理

身近な公園緑地の整備

開発行為による緑の確保

防災機能を有した都市公園の整備

拠点となる公園の整備

新たな緑の拠点の整備

市域の顔となる緑のまちづくり

公共施設の緑化推進

民間施設の緑化推進

ユニバーサルデザインに配慮した公園整備

施策の方向性
取組み主体※1

具体的な施策（Ｐ11 ～参照）
市民 事業者 行政
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市域を代表する緑の保全

身近な緑の充実

防災機能の強化

水と緑のネットワークの形成

緑を育てる人材づくり

緑の質の向上

緑に関する普及啓発

市民協働による緑のまちづくり

緑地・緑道の整備

緑被率の向上

都市公園のユニバーサルデザイン化

拠点となる緑の充実

市域を代表する緑の創出

樹木・樹林の保全

生物多様性の保全

農地の保全・活用

2　施策の体系図
　｢緑の将来像｣ を実現していくため、４つの基本方針に基づいた16の施策の方向性と、32の具体的な施策から構成される施策の体
系図（図４‐２）を設定します。あわせて、取組みの主体を設定し、専門家の支援のもと、これらの施策の円滑な実施をめざします。

図4‐2　施策の体系図

※1 取組み主体：◎は施策を実施する主体、○は施策に支援・協力する主体。
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